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感染症対策について（お願い） 

 

日頃より幼稚園教育へのご理解ご協力をいただき、ありがとうございます。 

夏休みも残りわずかとなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 

ご承知のように、緊急事態宣言が 9 月 12 日まで延長となりました。新型コロナウイルスは、形を変

え、子どもへの感染拡大が心配されています。そのような中、第 2 学期が始まります。園児の安全・安

心を第一に、今まで以上に感染症対策を徹底し、健康に毎日を過ごすことができるよう丁寧に取り組んで

いきたいと考えております。ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

１ 健康観察について  

 幼稚園では、園児が健康な生活を送ることができるよう、「うがい・手洗い」「換気」「消毒」の徹底 

を図ります。保護者の皆様におかれましても、「不要不急の外出を避ける」「家庭間の行き来を避ける」 

等、感染症予防のご協力をお願いいたします。 

 また、感染例の多くは、『家庭内感染』です。デルタ株では、子どもから大人への感染も多数報告さ 

れています。園児の健康観察にあわせ、ご家族の健康管理・健康観察につきましても、ご留意ください 

ますようお願いいたします。 

なお、在園中、発熱、咳、嘔吐等の体調不良を起こした場合には、迅速に感染拡大予防の対策をとら

せていただきますのでご承知ください。 

 

（１） 登園前 

○毎朝、家庭で園児やご家族の検温及び健康観察を行い、発熱等の風邪の症状がみられる場合に

は、登園を控えてください。ご家族の方も送迎をされますので、ご自身や下のお子さん等の健康

管理につきましても、同様にお願いします。 

○毎朝、健康観察の結果を健康観察票に記載し持参してください。 

○登園の際には、マスクを必ず着用してください。（園児・保護者等） 

 園児用のマスクには記名をし、予備を袋に入れ持たせてください。 

なお、現在、不織布マスクがより安全であるといわれています。できましたら不織布マスクの着

用をお願いいたします。 

○園児には、基本的な感染予防対策として、こまめに手を洗い、手指消毒をするよう改めて指導し

ます。手拭きタオルやタオルハンカチを、予備に２～３枚持たせてください。 

 

 （２）登園時 

   ○毎朝、正門付近で健康観察票を回収します。保護者の方は、そのままお帰りください。（雨天の

場合は、正面玄関付近で行います。）様子によっては、靴箱までお入りいただくこともあります

が、入室はご遠慮ください。 

   ※状況により、登園が心配な方は申し出てください。欠席された場合にも「出席停止の扱い」とな

ります。 

   ○担任への連絡事項のある方は、健康観察票とともに書面でお知らせください。 

   ※早退される場合には、職員室に声をかけていただき、園庭でお待ちください。 

  



 （３）降園時 

   〇9月 10日までの降園時刻は次の通りです。 

    年少組 11：10～11：20 

    年長組 11：20～11：30 

   ※「3密」にならないよう心がけましょう。デルタ株は「１つの密」でも感染することがあるよう

です。人との間隔はできるだけ 2メートル（最低 1メートル）とるようにしましょう。 

※園でも子ども同士で、できるだけ密にならないよう指導していますので、近距離で会話をするな

ど、保護者の方も今まで以上に気を付けてください。 

     

 （４）保育中に発熱した場合 

   ○園児が発熱した場合には、早退の判断をし、すぐに保護者に連絡をします。当面の間、感染拡大

防止のため、早めに対応させていただきますのでご了承ください。 

   ○急な発熱や体調不良の場合は、万一の場合を考慮し、1 階ばら組で経過観察をします。お迎え

は、職員室にお越しください。現在、幼児の感染事例もあります。症状により、適切な対応をお

願いします。また、症状がなくなっても、しばらくは体調の変化に注意してください。 

    

 （５）園児等が感染者又は濃厚接触者に特定された場合 

    ご家族の方が PCR検査を受けた場合 

   ○園での感染防止及び園児等の健康状態確認のため、幼稚園へ必ずご連絡ください。 

  

 

２ 給食について 

   〇緊急事態宣言発出に伴い、感染リスクの高い給食の提供を、10日（金）まで中止します。 

    幼稚園では、13日より給食開始予定ですが、状況により変更になることもあります。変更の場

合には掲示等でお知らせしますのでご承知ください。 

     

 

３ 預かり保育・延長保育について 

   〇「保護者の就労等により自宅での養育が難しい」場合、通常教育時間（9時から 14時まで）に

一時預かりが可能です。必要な方はご相談ください。 

 

〇延長保育については、もうしばらくの間、不要不急のご利用を避けていただくようご協力をお願

いします。「保護者の就労等により自宅での養育が難しい」場合には、受け入れ可能です。ご相

談ください。また、今後の実施につきましては、下中幼稚園だけでなく、酒匂幼稚園、教育委員

会と協議して判断決定いたしますので、ご理解ご協力をお願いいたします。 

    


